
社外秘
近畿税理士会天王寺支部懇談会

日 時 ： 令和７年９月25日(木) 16：00～17：00

場 所 ： 天 王 寺 税 務 署 ２ 階 大 会 議 室
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社外秘

税務署長 挨拶
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支部長 挨拶



社外秘

天王寺税務署からの連絡事項（総務課）

１ 第50回天王寺区民まつりについて

日時等： 令和７年10月19日（日）12：00～ 場所五条公園グランド

※ 雨天時：署と納税協会が区民センターで開催（別途（前日）連絡）

催 事： 「税の啓発コーナー」の出店

→ 税金クイズの実施（参加者にキャラクターバックを配付）

→ パインアメすくいや１億円体験コーナーの設置

２ 事業者のデジタル化の推進について

別添１「事業者のデジタル化促進に取り組んでいます！」
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社外秘

天王寺税務署からの連絡事項（総務課）

３ 税の作文の表彰及び作文表彰式の開催について

・ 前年同様、近畿税理士会天王寺支部長賞（高校及び中学各２編）

の授与を依頼

【参考（括弧はＲ６）】中学生：1,510編（1,488編）、高校生：976編（1,058編）

・ 税の作文表彰式：12月11日（木）15：00(天王寺区役所講堂)への出席依頼

支部長 ： プレゼンテーター

支部役員： 来賓

４ 租税教育関係について

９月５日（金） 夕陽丘中学校 選挙とのコラボ授業

先生方のご協力を得て、実施
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社外秘

天王寺税務署からの連絡事項（総務課）

５ 税理士実態確認について

本年より書面による確認作業に変更（９月10日付で発送（10月10日期限））

(全員ではありません）

６ 税理士掲示板における税理士情報の

掲載取りやめについて

・ 取り外し日：令和７年９月16日（月）

・ 税務署正面玄関横の税理士掲示板の名札を取り外し

・ 取り外した後の掲示板には、右のコードを掲示
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社外秘

天王寺税務署からの連絡事項（管理運営部門）

１ キャッシュレス納付の利用拡大について

・ 別添２ 「国税の納付はキャッシュレス納付をご利用ください！」

・ 別添３ 「源泉所得税のキャッシュレス納付体験コーナーを開設しました」

２ 納税証明オンライン申請の利用拡大について

別添４ 「納税証明はスマホで請求・受取できます！」

３ 個人消費税の中間申告の振替納税について

振替日・・・令和７年9月29日（月）

４ 住宅借入金等特別控除証明書の発送について

発送日・・・令和７年10月下旬予定

５ 令和７年度納税表彰式について

開催日・・・令和７年11月11日（火）
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7

１ 期限内納付に向けた納付指導

適正かつ公平な賦課及び徴収の実現を図るため、関与先の皆様に

納期限の周知及び期限内納付に向けた納付指導をお願いします。

天王寺税務署からの連絡事項（徴収部門）

課税期間当初から期中 確定申告前

中間申告や予定納税など、計画的
な納税資金の準備についてご指導を
お願いします。
⇒ 便利な予納ダイレクトをご案内

ください。

早めに納税額をお伝えの上、期限
内納付のご指導をお願いします。
⇒ 振替納税、ダイレクト納付など、

便利な納税手段をご案内ください。

(別添５)「税理士の皆様へ 期限内納付に向けたご指導をお願いします！」

(別添６)「消費税の期限内納付のために、計画的な納税資金の積立てを！」



社外秘
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２ 納期限を過ぎた国税の納付手続

期限内納付が困難との申出がある場合は、早期に税務署の徴収
担当職員と納付相談を行うよう、ご指導をお願いします。

納期限を過ぎた国税を、e-Taxに登録した預貯金口座から指定した（複
数の）期日に納付できる便利な納付手続です。

利用する場合は、事前に税務署の徴収担当職員と納付相談を行い、

分割納付計画を確定させた上で利用するよう、ご指導をお願いします。

(別添８)「国税の分割納付に・・・ダイレクト分納を使ってみませんか？」

ダイレクト分納

天王寺税務署からの連絡事項（徴収部門）

(別添７)「納税が困難な方には猶予制度があります」



社外秘

天王寺税務署からの連絡事項（個人課税部門）

１ 令和７年分確定申告について

２ 自宅等からのe-Tax申告の推進

別添９ 確定申告はぜひ自宅からのe-Tax（電子申告）で！

別添10 マイナンバーカードを使うとさらに便利！

マイナポータル連携で、申告に必要なデータを一括取得し自動入力

マイナンバーカードの２つの暗証番号（４桁・６文字以上）を忘れずに！

⇒ 失念した場合でも、再設定可能です

⇒ 有効期限切れに注意
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社外秘

天王寺税務署からの連絡事項（個人課税部門（資産））

１ 相続税e-Taxの利用件数（別添11）

２ 相続税e-Taxの利便性の向上

３ 令和７年分等財産評価基準書正誤表の国税庁HPへの掲載等について
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天王寺税務署からの連絡事項（個人課税部門（その他））
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○ 書面添付制度の普及・定着に向けた利用推進について

（令和５事務年度 国税庁実績評価書：抜粋）

参考指標：税理士法第33条の２に規定する書面の添付割合（所得税・相続税・法人税）



社外秘

天王寺税務署からの連絡事項（法人課税部門）

１ 所得税の基礎控除の見直し等について（令和７年度税制改正）

・ 「給与支払者向け所得税の基礎控除の見直し等に関するコールセンター」について

開設日 ： 令和７年９月16日（火）

電話番号： 0570-02-4562（ナビダイヤル）

受付時間： 9：00～17：00（土日祝日及び12月29日～１月３日を除く）

・ 別添12「所得税の基礎控除の見直し等に関する特設サイト」及び「年末調整がよくわかる

ページ」等について

２ 源泉所得税のキャッシュレス納付について

別添13「キャッシュレス納付割合の新たな目標値の設定と利用勧奨」

３ 添付書類も含めたe-Tax（ALL e-Tax）の推進について

別添14「法人税の電子申告は４社に３社が です！！」

４ 輸出物品販売場制度の改正について

別添15「輸出販売場制度は令和８年11月からリファンド方式に移行されます」12
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１ 新年研修会について

２ 支部親睦旅行について

３ 「税を考える週間」について

４ 確定申告期における無料税務相談の実施について

５ 税務署に設置している税理士掲示板について

６ その他
13
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納税者ご  名義の預貯  座からの 座引落しにより 動的に納付する 続です。 

  利用可能税目 ①「申告所得税及び復興特別所得税」（※１） 

②「消費税及び地方消費税（個人事業者）」（※２） 

  ご利用に当たっては、事前に税務署又は希望する預貯金口座の金融機関へ振替依頼書を提出していただ

く必要があります。e-Taxによる提出も可能です。 

  領収証書は発行されません（納付状況は預貯金通帳等をご確認ください。）。 

  インターネット専用銀行等の一部の金融機関や、インターネット支店等の一部の店舗では利用できない

場合がありますので、利用の可否については、取引先の金融機関へお問い合わせください。 
※１ 期限内に申告された確定申告（３期）分及び延納分、予定納税（１期、２期）分が対象です。 
※２ 期限内に申告された確定申告分及び中間申告分が対象です。 

 
 

 

▼  
 

 

▼  
 

 

所得税や消費税の申告書を毎年提出する
個人事業主の方 

こんな方に 
おすすめ  

国税庁e-Taxキャラクター 
イータ君 

ダイレクト納付 こんな方に 
おすすめ  e-Taxを利⽤している方 

源泉所得税を納付している源泉徴収義務者の方 

e-Taxで申告書等を提出した後、納税者ご  名義の預貯  座から、即時 は 
納付 を指定して、 座引落しにより納付する 続です。 

  ご利用に当たっては、事前に税務署へe-Taxの利用開始手続を行った上、ダイレクト納付利用届出書を

提出していただく必要があります。個人の方は、e-Taxによる提出も可能です。 
  届出書の提出からご利用可能まで１か月程度（e-Taxでの提出は１週間程度）かかります。 

  領収証書は発行されません（納付状況は預貯金通帳等をご確認ください。）。 

  利用可能金融機関や利用可能額等の詳細は、国税庁ホームページをご確認ください。 

 

e-Taxの申告等データを送信する画面で、「自動ダイレクトを利用する」旨の項目にチェックを入 

れて送信すると、申告等データの送信と併せてダイレクト納付の手続をすることができる機能です。 

自動ダイレクトを利用すると、口座引落日は各申告手続の法定納期限となり、法定納期限に自動ダ 

イレクトの手続をした場合は、その翌取引日に口座引落しされます。 

 
▼詳細はこちら 

  事前にダイレクト納付利用届出書を提出することで、複数の預貯金口座を選択（※）できます。 
  期限内申告の課税期間内であれば、申告書の提出前に納付見込額を資金繰りに応じて事前納

付する予納制度にも対応しています。 
  ※ 同一金融機関における複数の預貯金口座のダイレクト納付の利用可否については、国税庁ホームページで「利用可能金融 

機関一覧」をご確認ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大阪国税局・税務署 

▼  
▼

個人の方 
各納付方法の詳細は、国税庁ホームページの

「納税に関する総合案内」からご覧ください。 
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/annai/index.htm 

▼詳細はこちら 

キャッシュレス納付 
以外の便利な納付 法 

コンビニ納付 

（ＱＲコード） 

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」及び「コンビニ納付用 QR コード作成専用
画 」等で作成・出 した「QR コード」をコンビニのキオスク端末に読み取らせることで、バーコード
（納付書）を出 し、コンビニのレジで納付する 続です。 
  利用可能なコンビニは、ローソン、ナチュラルローソン、ミニストップ（いずれも「Loppi」端末設

置店舗のみ）、ファミリーマート（「マルチコピー機」端末設置店舗のみ）となります。 
  利用可能額は、バーコード（納付書）１枚につき 30 万円以下となります。 
  領収証書は発行されません（払込金受領証は発行されます。）。 
  作成した「ＱＲコード」（ＰＤＦファイル）をスマホに保存し、画面に表示して「Loppi」「マルチコ

ピー機」端末に読み取らせることも可能です。 
  

※ ＱＲコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。 

 

 

 
パソコンやスマホから「国税クレジットカードお支払サイト」へアクセスし、

クレジットカードにより納付する手続です。 

▼詳細はこちら 

  納付税額に応じた決済手数料がかかります。 

  「国税クレジットカードお支払サイト」での納付手続が完了すると、その納付手続の取消しはできません。 

  源泉所得税及び復興特別所得税（自主納付分）は、e-Taxで徴収高計算書データを送信後、受信通知から 

納付を行う場合のみ可能です。 

  領収証書は発行されません（納付状況は利用明細等をご確認ください。）。 

  金融機関やコンビニ、税務署の窓口では、クレジットカードによる納付はできません。 

クレジットカードを利⽤
している方 

こんな方に 
おすすめ  

▼詳細はこちら スマホアプリ納付 Pay払いを利⽤している方 
こんな方に 
おすすめ  

e-Taxで申告等データを送信した後に格納される受信通知（納付区分
番号通知）から専 サイトへアクセスし、Pay払いで納付する 続です。 

  納付しようとする金額が30万円以下の場合に利用することができます。 

 ※ 利用するPay払いで設定された上限金額により、利用可能な金額が制限される場合があります。 

  アカウント残高を利用した支払方法のみ利用可能なため、事前に利用するPay払いへのアカウント登録

及び残高へのチャージが必要です。 

  領収証書は発行されません（納付内容（PDF）データで納付情報をご確認ください。）。 

  金融機関やコンビニ、税務署の窓口では、Pay払いによる納付はできません。 

 

 
インターネットバンキングやＡＴＭから納付する手続です。 
  ご利用に当たっては、事前に税務署へe-Taxの利用開始手続が必要です。 

  源泉所得税及び復興特別所得税（自主納付分）は、e-Taxによる徴収高計算書データの送信が必要です。 

  領収証書は発行されません（納付状況は預貯金通帳等をご確認ください。）。 
  利用可能金融機関や利用可能額等の詳細は、国税庁ホームページをご確認ください。 

インターネットバンキング 
を利⽤している方 
近くに⾦融機関のATMが 
ある方 
 

こんな方に 
おすすめ  

R７.１ 

▼e-Tax ソフト(Web 版) 
法人の方 
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https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/annai/index.htm
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源泉所得税のキャッシュレス納付体験コーナーを開設しました

事前準備不要 何度でも操作可能 操作確認⽤に
パソコンやスマートフォンが
あれば今すぐお試しいただけ
ます。
e-Taxの操作性を気軽に体験
することができます。

デモ操作ですので、ミスを気
にすることなく、利⽤できま
す。
パソコンの操作が苦手な方で
も、安⼼して利⽤できます。

デモ操作の画面を確認しなが
ら、実際のe-Taxの操作を⾏
う使い方もできます。

e-Taxによるキャッシュレス納付の利便性をぜひご体験ください

源泉所得税のキャッシュレス納付体験コーナーとは、e-Taxソフト(WEB 版)と同様の画面操作
を⽤いて、徴収高計算書の作成・送信・納付手続を体験できるデモ操作ツールです。

源泉所得税の
キャッシュレス
納付体験コー
ナーはこちら

※体験できる機能は一部のみ

令和７年３ 法人番号 7000012050002

国税庁
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こちらから 
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